
瑞穂町行政評価委員会 第１２回補助金等審査分科会 次第 

 

日 時 平成３０年２月８日（木）午前１０時 

場 所 瑞穂町役場本庁舎 ３階全員協議会室 

 

 

１ 開会 

 

 

 

 

 

２ 議題 

 議題１ 補助金等審査 

 

 （審査事項） 

  ２９審査―３ ・敬老金及び高齢者（８８歳）記念品【高齢課】 

  ２９審査―４ ・老人クラブ助成事業補助金【高齢課】 

 

 （報告事項） 

  ２９報告―４ ・瑞穂町保育所等における児童の安全対策強化事業費補助金【福祉課】 

  ２９報告―５ ・実費徴収に係る補足給付事業費補助金【福祉課】 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 



 

瑞穂町行政評価委員会第１２回補助金等審査分科会 

審査及び報告事項一覧 

 

 

 

１ 審査及び報告事項（４件）  

番号 担当課 補助金等名称 資料 

２９審査-３ 
福祉部 

高齢課 
敬老金及び高齢者（８８歳）記念品 ２ 

２９審査-４ 
福祉部 

高齢課 
老人クラブ助成事業補助金 ３ 

２９報告-４ 
福祉部 

福祉課 

瑞穂町保育所等における児童の安全対策強化事業費

補助金 
４ 

２９報告-５ 
福祉部 

福祉課 
実費徴収に係る補足給付事業費補助金 ５ 

 

資料１ 

資料 １ 



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        敬老金及び高齢者（８８歳）記念品 

担 当 部 署 福祉部 高齢課 高齢係 

担 当 者 名        並木 照子 

支給対象 

＜敬老金＞ 

敬老の日において以下の対象年齢に達する方で、住民基本台帳法の定めにより、町

に住所がある方。または、老人福祉施設に入所されている方で、住所地特例にて施設

の所在する区市町村から、対象年齢での敬老金の支給がない方。 

現行支給対象年齢：７０歳、７７歳、８８歳、９５歳、９９歳、１００歳  

＜高齢者記念品＞ 

町に住所を有するかぞえ８８歳の方への記念品の贈呈。 

規 程 等   

◎瑞穂町敬老金条例（昭和４５年条例第５号） 

◎瑞穂町高齢者記念品贈呈要綱（平成２１年告示第１３１号） 

現行の事業概要 

高齢者に対し、敬老金を贈呈し、敬老と長寿を祝うことを目的とするものです。 

＜対象年齢及び敬老金の額＞  

７０歳： ５，０００円      ７７歳：１０，０００円 

８８歳：１０，０００円      ９５歳：１０，０００円 

９９歳：２０，０００円     １００歳：５０，０００円 

※８８歳記念品については、贈呈がかぞえの年齢のため、敬老金対象年齢よりも１ 

から２年早い贈呈となります。したがって、贈呈時期が敬老金と異なります。 

＜贈呈方法＞ 

敬老金については、地区民生委員により贈呈しています。 

８８歳記念品については、町長が対象者を回り直接贈呈しています。 

見直しの必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

敬老金については、高齢者の増加に伴い、年々支給額の増加が予想されます。 

対象者の人数が最多となる７０歳への贈呈を行っているのは、西多摩地域８市町村

のうち瑞穂町を含め３市町となっています。また、現在、瑞穂町での贈呈は１００歳

までとなっていますが、近隣市町村では、１０１歳以上又は最高齢者への贈呈を行っ

ているのは同じく８市町村のうち５市町村となっています。 

日本老年学会が、高齢者の定義付けを７５歳以上とすることを提言し、話題となり

ましたが、近隣市町村の状況等も踏まえ、敬老金の対象者等を見直す必要があります。 

資料 ２ 



変更後の補助金額 

 これらの状況を踏まえ、敬老金の支給を以下のとおり見直します。 

① ７０歳及び９５歳への贈呈の廃止 

② かぞえ８８歳の記念品と敬老金の贈呈時期が異なることで、対象者から分かりづ

らいとの意見が寄せられている等から、８８歳の記念品と敬老金を一本化 

③ １０１歳以上の敬老金の贈呈を追加 

④ １０１歳以上の敬老金贈呈に伴い、１００歳の敬老金支給額を変更 

⑤ 事業の基準日が現行条例にないため、新たに条例中に基準日（４月１日）を規定 

 

＜対象年齢及び敬老金の上限額＞ 

７７歳：１０，０００円      ８８歳：１０，０００円 

９９歳：２０，０００円     １００歳：３０，０００円（額変更） 

１０１歳から：３０，０００円（新規追加） 

 ※なお、現行のかぞえ８８歳の記念品贈呈事業は、敬老金に一本化し、８８歳敬老

金として町長が直接贈呈を行います。 

補助割合 
 

実施期間 

平成３０年４月から 

その他 

 
 

 





様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        老人クラブ助成事業補助金 

担 当 部 署 福祉部 高齢課 高齢係 

担 当 者 名        並木 照子 

補助対象    

老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う活動に対して事業費の一部を補助すること

により、円滑な執行を図るものです。 

①＜老人クラブ運営費補助金＞ 

各老人クラブに対する補助金です。会員３０人以上と３０人未満の老人クラブで

金額が異なります。 

②＜老人クラブ連合会運営費補助金＞ 

・一般事業 ・特別事業 ・健康づくり事業 に対して基準により補助します。 

規 程 等   

◎瑞穂町老人クラブ助成事業補助要綱（平成１８年告示第８７号） 

◎平成２９年度老人クラブ助成事業の実施について（東京都福祉保健局高齢社会対

策部在宅支援課） 

◎平成２９年度東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱（平成２８福保

高在第１１５０号） 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

地区ごとの老人クラブでは、日々元気に楽しく過ごすために、介護予防となる健康

増進事業、公園又は会館清掃などの社会奉仕活動、小学生や高齢者等の見守り活動な

ど様々な事業を行うことで、仲間づくり（孤立化の防止）や居場所づくりの創設に寄

与しています。 

また、地区ごとの１６の老人クラブ（平成２９年４月１日現在）からなる瑞穂町老

人クラブ連合会では、老人クラブ活動の成果として１６のクラブが参加するペタンク

や輪投げなどの各種大会の開催、会報の発行、会員を対象とする介護予防を目的とし

た健康づくり事業及び数か月間練習を行った成果として行うチャリティコンサートな

どの生きがいづくり事業を行っています。 

これらの活動を支援するため、事業費の一部を補助するものです。 

資料 ３ 



補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

町の高齢化率は、直近（１月１日現在）では、２７．３３％となっており、今後ますま

す高齢化が進むことが予想されます。しかしながら、高齢者の活躍を支援する老人クラブ

の加入率は、全国で下がっている状況です。町でも平成２１年度までは２１クラブで活動

していたものが年々減少し、平成２９年４月には１６クラブでの活動となっています。 

町の老人クラブの活動を支援することで、生きがいづくりや居場所づくりの創設につな

がり、活動の充実を図ることができます。また、老人クラブの活動が活発になることで、

ひいては町の医療費の削減や介護保険料の削減につがるものと考えています。 

①＜老人クラブ運営費補助金＞ 

現在の老人クラブに対する補助金は、１クラブに対する定額補助金のため、会員の増

員に積極的に動かないという状況も見られ、クラブにより人数に大きな差が生じていま

す。また、高齢者の見守りについては、東京都老人クラブ連合会（東老連）の補助事業

で友愛訪問活動事業がありますが、東老連が事業内容等の見直しを行ったことで、今後、

会員に対する友愛訪問活動（見守り活動）の事業が衰退していくことが懸念されます。

町としても、せっかくある見守り活動をなくすのではなく、今ある形をもとに継続的に

進める必要があると考えています。 

②＜老人クラブ連合会運営費補助金＞ 

現在の老人クラブ連合会に対する補助金は、一般事業の定額補助と特別事業、健康づ

くり事業からなっています。会員の減少が進む中、会員を増やす努力をしなければなら

ない時期に来ていることから、今までの会員向けの事業だけでなく、補助額は変更せず、

新たな会員加入を促進する事業を推進していきます。 

補助金額（町から老人クラブ等への補助金） 

 以上を踏まえ、老人クラブ運営費のうち、以下の「◎」で示した高齢者等の見守り

活動（友愛訪問活動）を新設します。それ以外の補助金は現行どおりです。 

①＜老人クラブ運営費＞ 

会員３０人以上の老人クラブ ２２，８００円×活動延月額 

会員３０人未満の老人クラブ   ６，０００円×活動延月額 

◎高齢者等の見守り活動（友愛訪問活動）（新設） 

   老人クラブ（グループ数）×友愛訪問活動補助（月額５００円×１２月）  

※会員８人以上で１グループを作り、高齢者等の見守り活動（友愛活動）を行う。 

見守り活動を行うために、 

◇町・高齢者支援センター主催の「見守り講演会」へ参加すること（年１回） 

◇老人クラブ会員、小学生や町内会等の地域の見守り活動を毎月１回以上行うこ

と 

◇友愛訪問活動の年間計画、事業報告の提出を行うこと 

②＜老人クラブ連合会運営費補助金＞ 

  一 般 事 業 定額１８０，４２０円 

          ６７円×老人クラブ連合会加入クラブ会員数 

  特 別 事 業 東京都補助対象となった場合、１９４，０００円の範囲内で支給 

  健康づくり事業 町長が必要と認めた額 



補助割合（東京都から町への当該事業に係る補助金） 

①東京都老人クラブ助成事業 

◎老人クラブ運営費として ４３，２００円（１クラブ当たり） 

◎老人クラブ連合会運営費 ※（２/３補助） 

一般事業 定額１８０，４２０円 

６７円×老人クラブ連合会加入クラブ会員数 

特別事業、健康づくり事業   

②東京都高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 

◎老人クラブ運営費として １６０，０００円（１クラブ当たり） 

実施期間 

平成３０年４月から 

 

その他 
 

 





様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        瑞穂町保育所等における児童の安全対策強化事業費補助金 

担 当 部 署 福祉部 福祉課 児童係 

担 当 者 名        石川 

補助対象 

国、地方公共団体以外の者が設置する東京都区域内に所在する認可保育所、幼保連

携型認定こども園、居宅訪問型保育事業を除く地域型保育事業、認証保育所等（以

下「保育所等」という。）とする。 

１施設当たり１回のみの補助対象とし、買い替えは補助対象外とする。 

 

規 程 等 

【東京都】子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱及び補助要綱 

【瑞穂町】保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱 

 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

保育所等において、午睡チェックを補強するための監視モニターやベビーセンサー

等の設備や機器の導入に係る購入費、リース料、保守料、工事費等の経費を補助す

るものである。 

 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

保育所等において、監視モニターやベビーセンサー等の設備や機器の導入を促進し、

保育士等の保育従事職員が行う午睡チェックを補強するとともに、保育従事職員の

心理的な負担を軽減することで、午睡中の児童の安全対策を一層強化することを目

的とする。 

 

補助金額 

1施設当たり１，０００千円 

 

補助割合 

東京都１０／１０ 

 

実施期間 

平成２９年４月１日～ 

 

その他 

当該事業は、東京都子供家庭支援区市町村包括補助事業のうちの先駆的事業の一つ

として、年度途中に追加されたメニューであり、平成２９年４月に遡及して補助対

象とするものである。 

また、現在、各保育所等において取り組んでいる午睡対応の代替となるものではな

く、補強するものである。 

 

 

資料 ４ 



様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        実費徴収に係る補足給付事業費補助金 

担 当 部 署 福祉部 福祉課 児童係 

担 当 者 名        石川 

補助対象 

子ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する支給認定保護者に該当する者で、

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世帯に属するもの及

び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世

帯である支給認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として町

が認める支給認定保護者とする。 

 

規 程 等 

子ども・子育て支援法 

【国及び東京都】実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 

【瑞穂町】瑞穂町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱 

 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

支給認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育

等の提供を受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具

等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等（以下「実費徴収額」とい

う。）の一部を補助する。 

 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

実費徴収額の一部を補助することにより、支給認定保護者のうち、低所得で生計が困

難である者の子どもの円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もってすべての子

どもの健やかな成長を支援することを目的とする 

 

補助金額 

給食費（副食材料費） 児童１人当たり月額４，５００円 

教材費及び行事費等（給食費以外） 児童１人当たり月額２，５００円 

 

補助割合 

国１／３、東京都１／３、瑞穂町１／３ 

※子ども・子育て支援交付金及び子供・子育て支援交付金による。 

 

実施期間 

平成３０年４月１日～ 

 

その他 

 

 

 

資料 ５ 


